
令和７年度 第１回中野市都市計画審議会次第 

 

 

日時  令和８年２月 19 日（木）午前 10 時 

場所  中野市役所 ５階 会議室 52・53 

 

 

１ 開  会        

 

 

 

２ あいさつ        

 

 

 

３ 議  事 

議案第１号    

  中野都市計画下水道の変更について 

 

 

 

 

 

４ その他 

  ⑴ 用途地域及び都市計画道路の見直しに向けた現状分析について 

＜参考資料１＞ 

 

 

   

⑵ 「第３次中野市基本構想」策定に伴う中野市まちづくり基本計画（～都市 

計画マスタープラン編～）の変更について        ＜参考資料２＞ 

 

 

 

 

５ 閉  会        



所属団体・役職名 氏　名

1 中野市農業委員会　会長 増田　善行

2 長野工業高等専門学校　教授 柳沢　吉保

3 中野市議会経済建設委員会　委員長 江口　栄光

4 中野警察署　署長 橋本　和也

5 北信地域振興局　局長 三森　和子

6 北信建設事務所　所長 西山　広一

7 中野市区長会　理事 羽片　定良

8 中野市教育委員会　委員 齋藤　文子

9 信州中野商工会議所　副会頭 丸山　隆英

10 公益社団法人　中野青年会議所　理事長 阿部　達也

11 「小さな拠点」に係る豊田地域運営協議会　副会長兼福祉部会長 小橋　信子

12 一般社団法人　長野県建築士事務所協会　中高支部長 蟻川　幸治

13 公募委員（一般公募） 仁科　智栄子

14 公募委員（一般公募） 諌山　郁美

15 公募委員（一般公募） 荒井　綾

中野市都市計画審議会委員名簿

委嘱期間（Ｒ６（2024）.8.17～Ｒ８（2026）.8.16）
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○中野市都市計画審議会条例 

平成17年４月１日条例第157号 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の２の規定により、中野市都市計画審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市議会議員 

(３) 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令

（昭和44年政令第11号）第３条第２項に規定する者のうちで、市長が特に認めるもの 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員及び専門委員） 

第３条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くこ

とができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができ

る。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項

に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、学識経験者から任命された委員のうちから委員が選挙する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

（議事） 

第５条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同
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数のときは会長の決するところによる。 

（幹事） 

第６条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 



 

議案第１号 

 

 

中野都市計画下水道の変更について 

 

 

   

                            令和８年２月 19 日 提出 

                            中野市都市計画審議会長 

 

 

 

                                   ７第 4614 号 

                               令和８年２月 19 日 

 

 

 中野市都市計画審議会長 様 

 

                           中野市長 湯本 隆英    

 

 

中野都市計画下水道の変更について 

 

 

 このことについて、都市計画法第 21 条第２項において準用する同法第 19 条第１項の 

規定により、次のように審議会に付議する。 

 

 



  

中野都市計画下水道の変更（中野市決定） 

 

都市計画中野市公共下水道を次のように変更する。 

 

１．下水道の名称    中野市公共下水道 

 

２．排水区域 

 

「排水区域は総括図表示のとおり」 

 

３．下水管渠 

内    訳 
位    置 

備    考 
起    点 終    点 

中野市終末処理場 

放流管渠 

中野市大字江部字

法性寺 

中野市大字江部字

法性寺 
篠井川 

七瀬終末処理場 

放流管渠 

中野市大字七瀬字

北原 

中野市大字田麦字

中畝 
廓清水川、袖川 

「区域は総括図表示のとおり」 

 

４．その他の施設 

内    訳 位    置 備    考 

中 野 市 終 末 処 理 場 中野市大字江部字法性寺地内 約  31,600 ㎡ 

七 瀬 終 末 処 理 場 中野市大字七瀬字北原地内 約     800 ㎡ 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理  由 

社会情勢の変化に伴い汚水処理施設の効率化を図るため、排水区域の変更を行いたい。 

 



  

変更理由書 

 

中野市では、生活環境の改善や水質保全等都市活動を支える上で必要不可欠である汚水処理施

設を、行政区域全体について地域特性や経済性などを考慮し、下水道及び農業集落排水処理施設

などの集合処理で対応する区域と、合併処理浄化槽など個別処理で対応する区域に分け施設整備

を進めている。 

昭和 51 年３月に単独公共下水道（中野処理区）として、市街地中心部の約 472ha を対象に下水

道排水区域を定め、公共下水道事業の整備を進め、昭和 60年 11 月に中野市終末処理場の供用を

開始した。更に、中野市七瀬地区の宅地開発計画（長嶺ニュータウン）に合わせて単独公共下水

道（七瀬処理区）19ha の都市計画決定を行い、平成 4年 3月に七瀬終末処理場の供用を開始した。 

その後、市街地の進展や土地利用の動向を踏まえ随時区域拡大を行い、平成 15年 3月に中野処

理区 943ha、七瀬処理区 19ha の 962ha とし、概ね定住区域の整備は完了した。 

 

一方、市街地周辺の農村集落の生活環境の改善として、平成 2年 4月に草間地区の農業集落排

水の供用を開始するなど、それぞれの汚水処理施設の特徴を活かし、地域の実情に応じた汚水処

理手法により整備を進めた結果、令和 5年度末には中野市の汚水処理人口普及率は 96.9％となっ

た。 

 

しかしながら、汚水処理施設の整備から一定の期間が経過し、施設老朽化の進行と耐震性能の

不足が課題となっていること又、人口減少や少子高齢化を背景に汚水処理施設の効率化、再編が

急務となっている。 

 

このため、令和 4年度に長野県「長野県生活排水処理構想(2022 改定版)」を策定するに当たり、

計画処理人口や汚水量等の規模等を予測し、整備した下水道施設や農業集落排水処理施設等の位

置及び施設の機能状況等を把握し、地域特性や経済性等を考慮してより効率的で効果的な下水道

計画の見直しを行った結果、公共下水道七瀬処理区を廃止し、公共下水道中野処理区に統合する

ことにより、汚水処理の効率化を図ることとしたい。 

ただし、現時点で七瀬終末処理場を中野都市計画下水道から廃止すると、中野市公共下水道中

野処理区と接続するまでの当該処理場の運営等に支障が生じることから、現時点では公共下水道

七瀬処理区を公共下水道中野処理区に統合し、当該処理場の運用等停止のタイミングで七瀬終末

処理場を廃止することとしたい。 



  

 

新  旧  対  照  表 
 

１．下水道の名称 

（新）                                            

  中野市公共下水道 

２．排水区域 

   （新） 

       「排水区域は総括図表示のとおり」 

 

          （備考）  汚 水   約   962ha 

中野処理区              約  962ha 

－                  － 

 

（備考）  雨 水   約   962ha 

小田中第１排水区         約    84ha 

小田中第２排水区         約    88ha 

西条第１排水区           約    57ha 

西条第２排水区           約    61ha 

西条第３排水区           約    67ha 

新井第１排水区           約    83ha 

新井第２排水区           約    41ha 

吉田第１排水区           約    65ha 

吉田第２排水区           約    97ha 

吉田第３排水区           約    96ha 

吉田第４排水区           約    32ha 

江部排水区               約    96ha 

新保第１排水区           約    46ha 

新保第２排水区           約    20ha 

東山排水区               約    10ha 

七瀬排水区               約    19ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．下水道の名称 

（旧） 

  中野市公共下水道 

２．排水区域 

（旧） 

       「排水区域は総括図表示のとおり」 

 

          （備考）  汚 水   約   962ha 

中野処理区              約  943ha 

七瀬処理区              約    19ha 

 

（備考）  雨 水   約   962ha 

小田中第１排水区         約    84ha 

小田中第２排水区         約    88ha 

西条第１排水区           約    57ha 

西条第２排水区           約    61ha 

西条第３排水区           約    67ha 

新井第１排水区           約    83ha 

新井第２排水区           約    41ha 

吉田第１排水区           約    65ha 

吉田第２排水区           約    97ha 

吉田第３排水区           約    96ha 

吉田第４排水区           約    32ha 

江部排水区               約    96ha 

新保第１排水区           約    46ha 

新保第２排水区           約    20ha 

東山排水区               約    10ha 

七瀬排水区               約    19ha 

 



  

 

 

３．下水管渠 

（新） 

内    訳 
位      置 

備  考 
起     点 終     点 

中野市終末処理場 

    放流管渠 

中野市大字江部字

法性寺 

中野市大字江部字

法性寺 
篠井川 

七瀬終末処理場 

    放流管渠 

中野市大字七瀬字

北原 

中野市大字田麦字

中畝 
廓清水川、袖川 

「区域は総括図表示のとおり」 

 

４．その他の施設 

（新） 

内    訳 位      置 備    考 

中 野 市 終 末 処 理 場 中野市大字江部字法性寺地内 約  31,600 ㎡ 

七 瀬 終 末 処 理 場 中野市大字七瀬字北原地内 約     800 ㎡ 

    「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．下水管渠 

（旧） 

内    訳 
位      置 

備  考 
起     点 終     点 

中野市終末処理場 

    放流管渠 

中野市大字江部字

法性寺 

中野市大字江部字

法性寺 
篠井川 

七瀬終末処理場 

    放流管渠 

中野市大字七瀬字

北原 

中野市大字田麦字

中畝 
廓清水川、袖川 

「区域は総括図表示のとおり」 

 

４．その他の施設 

（旧） 

内    訳 位      置 備    考 

中 野 市 終 末 処 理 場 中野市大字江部字法性寺地内 約  31,600 ㎡ 

七 瀬 終 末 処 理 場 中野市大字七瀬字北原地内 約     800 ㎡ 

    「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 



廓 

清
水
川
、
袖
川 

篠井川 

 

中野市終末処理場 

七瀬終末処理場 



 

七瀬終末処理場 

中野市終末処理場 
篠井川 

廓 

清
水
川
、
袖
川 



都市計画策定の経緯の概要 

中野都市計画下水道の変更 

事  項 時  期 備  考 

地元説明 

長野県知事事前協議 

長野県知事事前協議回答 

公聴会開催の公告 

素案の閲覧 

公聴会 

（都市計画法第 16 条第１項） 

長野県知事協議 

（都市計画法第 19 条第 3項） 

計画案の公告 

（都市計画法第 17 条第 1項） 

計画案の縦覧（２週間） 

（都市計画法第 17 条第 1項） 

長野県知事協議回答 

中野市都市計画審議会 

（都市計画法第 19 条第 1項） 

都市計画決定告示 

（都市計画法第 20 項第 1項） 

令和７年 10 月 29 日（水）～ 

令和７年 10 月 31 日（金） 

令和７年 11 月 ７日（金） 

令和７年 12 月 ４日（木） 

令和７年 12 月 22 日（月） 

令和８年 １月 ５日（月） 

令和７年 12 月 22 日（月）～ 

令和８年 １月 16 日（金） 

令和８年 １月 23 日（金） 

令和８年 １月 20 日（火） 

令和８年 １月 27 日（火） 

令和８年 ２月 ５日（木） 

令和８年 １月 27 日（火）～ 

令和８年 ２月 16 日（月） 

令和８年 ２月 17 日（火） 

令和８年 ２月 19 日（木） 

令和８年 ２月 下旬 

長嶺区、東江部区 

市ホームページ 

広報なかの １月号掲載 

公述人 ０名（中止） 

市ホームページ 

広報なかの ２月号掲載 

意見書提出 ０件 

予定 

９


